
 
 
 
 
 
 
 

特 集 
 

平成 25 年 毎月勤労統計調査地方調査結果年速報 

 
 静岡県が毎月公表している「毎月勤労統計調査地方調査結果」について、平成 25 年の年平均

結果を取りまとめました。 

 毎月勤労統計調査は、労働者の賃金、労働時間、雇用について、毎月の変動を把握するための

調査です。調査結果は、国の労働・経済政策や景気動向などの基礎資料として広く利用されてい

ます。また、県内の景気局面をとらえる指標のひとつである「静岡県景気動向指数」の算定や県内

経済の状況をとりまとめた「静岡県月例経済報告」の作成にも活用されています。 

 

賃金 ～２年連続で増加した現金給与総額～ 
 

平成 25 年の常用労働者１人平均月間現金給与総額（事業所規模５人以上、調査産業計）は、

312,479 円で前年比 1.5％増となった。 

現金給与総額のうち、定期給与は 258,399 円で前年比 0.9％増となり、特別給与は 54,080 円で

前年差 2,256 円増となった。 

定期給与のうち所定内給与は 237,074 円で前年比 0.8％増となり、超過労働給与は 21,325 円で

前年差 553 円増となった。 

産業別に定期給与の動きをみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」(8.0％増)、「不動産業,物品賃貸

業」(5.2％増)等で増加し、「サービス業（他に分類されないもの）」(6.0％減)、「医療,福祉」（3.0％減）等

で減少した。（表１、表２、図１） 

表 １  　 常用労働者1人平均月間現金給与額
（事業所規模5人以上）

対前年比 対前年差
円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 円 円

258,399 0.8 54,080 2,256

339,886 3.1 64,335 13,392
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表 ２   名目賃金指数の推移（調査産業計）
（事業所規模5人以上、平成22年平均＝100）

対前年比 対前年比 対前年比
％ ％

　　     平成19年 0.5 0.7 0.2

　　     　　　20年 1.1 1.3 1.6

　　     　　　21年 △ 8.2 △ 6.5 △ 4.4

 　    　　　　22年 1.3 1.3 0.1

　　　　     　23年 △ 2.5 △ 2.4 △ 2.8

　　　　     　24年 1.5 1.4 1.0
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　　図1　名目賃金指数の推移
　　　（事業所規模5人以上、調査産業計）
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労働時間 ～２年連続で増加した所定外労働時間～ 
 

平成 25 年の１人平均月間総実労働時間(調査産業計)は 147.3 時間で、前年比 0.7％減となった。 

総実労働時間のうち、所定内労働時間は 136.0 時間で前年比 0.9％減、所定外労働時間は 11.3 時

間で前年比 2.5％増となった。また出勤日数は 19.0 日で、前年差 0.1 日減となった。 

 産業別に総実労働時間の動きをみると、「学術研究，専門・技術サービス業」(4.7％増)、「教育,学習

支援業」(3.9％増)等で増加し、「生活関連サービス業，娯楽業」(5.5％減）、「医療,福祉」(3.6％減)等で

減少した。  

 また、常用労働者の約３割を占める「製造業」の所定外労働時間は 15.1 時間で、前年比 3.5％増と

なった。（表３、表４、図２） 

 



表 ３  　 常用労働者1人平均月間実労働時間及び出勤日数
（事業所規模5人以上）
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表 ４   労働時間指数の推移（調査産業計）
（事業所規模5人以上、平成22年平均＝100）
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図2　労働時間指数の推移
　（事業所規模5人以上、調査産業計）
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雇用 ～３年ぶりに減少した常用雇用～ 
 

平成 25 年の月間平均常用労働者数(調査産業計)は 1,388,103 人で、前年比 0.5％減となった。また

パートタイム労働者比率は 27.7％で、前年差 0.6 ポイント減となった。 

 産業別に雇用の動きをみると、「不動産業,物品賃貸業」(4.4％増)、「学術研究,専門・技術サービス

業」(2.5％増)等で増加し、「電気・ガス・熱供給・水道業」(5.9％減)、「生活関連サービス業，娯楽業」

(5.9％減)等で減少した。 

 常用労働者の異動状況を労働異動率(調査産業計)でみると、入職率は 1.81％で前年差 0.05 ポイ

ント減、離職率は 1.84％で前年差 0.05 ポイント減となった。（表５、表６、図３） 

 
表 ５   推計常用労働者数及び労働異動率

（事業所規模5人以上）

対前年比 対前年差 対前年差 対前年差

人 ％ ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

1,388,103 △ 0.5 27.7 △ 0.6 1.81 △ 0.05 1.84 △ 0.05
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6
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表 ６   雇用の推移（調査産業計）
（事業所規模5人以上、平成22年平均＝100）

対前年比 対前年差 対前年差 対前年差

％ ％ ポイント ％ ポイント ％ ポイント

　　     平成19年 101.3 2.9 23.9 △ 0.9 1.90 △ 0.39 1.88 △ 0.33

　　     　　　20年 101.1 △ 0.2 22.9 △ 1.0 1.80 △ 0.10 1.86 △ 0.02

　　     　　　21年 100.3 △ 0.9 26.1 3.2 1.92 0.12 1.96 0.10

 　    　　　　22年 100.0 △ 0.3 25.3 △ 0.8 1.78 △ 0.14 1.80 △ 0.16

　　　　     　23年 100.5 0.6 26.9 1.6 2.03 0.25 1.94 0.14

　　　　     　24年 101.0 0.5 28.3 1.4 1.86 △ 0.17 1.89 △ 0.05

　　　　       25年 100.5 △ 0.5 27.7 △ 0.6 1.81 △ 0.05 1.84 △ 0.05
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パートタイム
労働者比率年
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図3　常用雇用指数とパートタイム労働者比率の推移
              (事業所規模5人以上、調査産業計）
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 常用労働者数を産業別構成比でみると、「製造業」が 29.5％と最も多く、以下、「卸売，小売業

（15.7％）」、「医療，福祉(11.8％)」、「宿泊業，飲食サービス業（8.4％）」の順となっている。（図４） 

 

図4　常用労働者数の産業別構成比
（事業所規模5人以上）
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＜利用上の注意＞ 

(1)この調査結果の数値は、調査事業所からの報告を基にして、本県の事業所規模 5 人以上す

べての事業所に対応するよう復元して算定したものである。 

(2)指数について 

指数の算出方法は「各月の調査結果の実数÷基準数値×100」であり、「基準数値」と

は基準年における１か月あたりの単純平均である。（現在の基準年は平成 22 年） 

(3)対前年比等の増減率は、原則として指数により行っているため、実数から算定した場合と

は必ずしも一致しない。 

(4)本文中及び統計表の記号表示は以下のとおり。 

① ｢０｣は、表記単位に満たないもの。 

② ｢－｣は、該当数字なし又は指数化されていない。 

③ ｢ⅹ｣は、集計事業所数が２以下又は当該産業に属する事業所数が少ないため公表しない。 

 

＜調査事項の説明＞ 

(1)現金給与総額 

定期給与＋特別給与 

(2)定期給与 

労働契約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法によっ

て支給される給与（所定内給与＋超過労働給与） 

(4)超過労働給与 

所定の労働時間を超える時間の労働、休日労働、深夜労働等に対して支給される給与 

(5)特別給与 

あらかじめ定められた労働協約、就業規則等によらないで、一時的又は突発的事由に基

づいて支払われる給与や、あらかじめ定められた労働協約、就業規則等により支給される

賞与及び期末手当、３か月を超える期間で算定される手当等、支給事由の不確かなもの、

労働契約、就業規則等の改正によるベースアップ等が行われた場合の差額追給等 

(6)総実労働時間 

所定内労働時間＋所定外労働時間 

(7)所定内労働時間 

労働協約、事業所の就業規則等で定められた正規の始業時間と終業時間との間の実労

働時間 

(8)所定外労働時間 

早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間 

(9)出勤日数 

調査期間中に労働者が実際に出勤した日数 

(10)常用労働者 

期間を定めず又は１か月を超える期間を定めて雇われている者や、日々又は１か月以

内の期間を定めて雇われている者のうち、前２か月にそれぞれ18日以上雇われた者 

(11)パートタイム労働者 

常用労働者のうち、１日の所定労働時間が一般の労働者より短い者又は１日の所定労

働時間が一般の労働者と同じで一週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者 

(12)パートタイム労働者比率 

本調査期間末の全常用労働者に占めるパートタイム労働者の割合を百分率化したもの。 

(3)所定内給与 

定期給与のうち、超過労働給与以外の給与 


